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この資料は，議会への提出が求められている地方自治法第２２１条第３項に規

定する法人に係る毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類のほかに，当

該法人における令和元年度の経営状況を説明するために作成しているもので

す。 

令和元年度中に存在する法人で，実際に作成の対象としている法人の範囲

は，次のとおりです。 

 

 

１ 地方自治法施行令第１５２条第１項第２号に基づくもの 

～本市が資本金，基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資して

いる全ての一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社（目次の法人名の

前に１と表示） 

 

２ 地方自治法施行令第１５２条第１項第３号の規定に基づいて定めた旭川市予

算の執行に関する調査等の対象となる法人の範囲を定める条例第２条に基づ

くもの 

 ～本市が資本金，基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上２分の１未

満を出資している全ての一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社 

  （目次の法人名の前に２と表示） 

 

 

目 次 
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法人等名称 株式会社 旭川振興公社 

設立年月日 昭和３５年８月１１日 

設立目的 

公共事業のため必要とする不動産の取得及び売却並びに斡旋，駐車場，ス

キーリフト等公共事業の運営のほか，市の委託を受けた事業を執行し，都市

機能の維持増進と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。 

基 本 金 １０，０００千円 

市出資額 ７，０００千円 

市出資割合 ７０．０％ 

  

（単位：千円） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

当 期 損 益 額  ４３，３４８ ４３，３２９ ３８，２２８ 

当期損益額－前期損益額 ２０，６６３ △１９ △５，１０１ 

資 産 ５，８４７，３３６ ５，４０３，７３１ ５，０４６，６３４ 

負 債 ４，８３３，３２８ ４，３４６，３９３ ３，９５１，０６８ 

純資産（資産－負債） １，０１４，００９ １，０５７，３３８ １，０９５，５６６ 

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。 

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。 

 

経営状況について 

 令和元年度決算では，前年度と比べて黒字幅は５１０万１千円減少したが，３千８２２

万８千円（前年度比８８％）の黒字であり，健全な経営を維持している。 

 主力事業である産業廃棄物処理事業は，安定型埋立地の満量により埋立てを終了した

が，１０月から第３管理型埋立地が稼働し，事業収益は前年度並みの４億２千２０３万４

千円（前年度比１０１％）となった。 

 土地販売事業の「動物園通り産業団地」の分譲事業は，前年度売買契約した業者と市内

の青果物加工業者のそれぞれの所有権移転登記を完了する等，順調に推移している。 

 しかし，新型コロナウイルス感染症の影響から，旭山雪の村の冬の乗り物事業の収益が

半減し，食堂事業にも影響が及んだことから，雪の村事業の売上げは２千５１７万７千円

（前年度比８８％）と減収になった。 

 令和２年度は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響で旭山動物園の開園が遅れるなど

今後もその影響を受けることを踏まえ，旭山動物園関連事業や，空港レストラン事業に取

り組んでいくとともに，産業廃棄物処理事業と指定管理業務の適切な運用・維持管理や，

土地販売事業の「動物園通り産業団地」の早期売却に努める等，引き続き安定的な経営が

行われるよう事業運営に取り組む必要がある。 
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法人等名称 公益財団法人 旭川市公園緑地協会 

設立年月日 
昭和５９年４月２日  

（平成２４年１０月１日 財団法人から公益財団法人へ移行） 

設立目的 

都市公園等の円滑な管理運営と健全な利用増進，都市緑化の推進及び緑地

等の保全に関する事業を行い，うるおいと安らぎを実感できる憩いの空間を

市民に提供し，安全で快適な生活環境づくりと地域社会の健全な発展に寄与

することを目的とする。 

基 本 金 ２０，０００千円 

市出資額 ２０，０００千円 

市出資割合 １００．０％ 

 

（単位：千円） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

当 期 損 益 額  △１３，８０７ △２，２４２ ２，８１７ 

当期損益額－前期損益額 △３１，３８０ １１，５６６ ５，０５９ 

資 産 ３００，９８１ ３０２，７４２ ３１３，４０７ 

負 債 １７２，２７５ １７６，２７８ １８４，１２６ 

正味財産（資産－負債） １２８，７０６ １２６，４６４ １２９，２８１ 

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。 

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。 

 

経営状況について 

令和元年度決算において，２８１万７千円の正味財産増となり，黒字となっている。 

収益事業等会計における，売店運営，自動販売機の経営も黒字となっており，収益事業

の収益の５０％以上を公益目的事業に繰り入れることが公益財団法人の要件となっている

ことから，４５４万６千円を同事業に繰り入れ，公園緑地及び河川緑地の保全と利活用，

都市緑化の推進と普及啓発，公園緑地の環境向上に関する調査・研究と環境保全などの事

業を展開したところである。 

今後は，収益事業の強化や公益目的事業の充実を図り，法人の経営強化を行っていくこ

とが必要である。 
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法人等名称 一般財団法人 旭川産業創造プラザ 

設立年月日 
平成４年６月２６日 

（平成２２年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行） 

設 立 目 的 

旭川市を中心とする道北地域の産業高度化の促進により，地域の生活文化

に立脚した産業の創造及び活力ある地域経済の創出に寄与することを目的と

する。 

基  本  金 １，１７５，２００千円 

市 出 資 額 １，１６０，１００千円 

市出資割合 ９８．７％ 

 

（単位：千円） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

当 期 損 益 額  ９，９１３ ９，７２９ ４，４３６ 

当期損益額－前期損益額 △１１，１０２ △１８３ △５，２９３ 

資 産 １，９５４，２９３ １，９４７，７８０ １，９３９，９５６ 

負 債 ７１７，４４１ ７１１，３３０ ７１１，６３７ 

正味財産（資産－負債） １，２３６，８５２ １，２３６，４５１ １，２２８，３１９ 

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。 

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。 

 

経営状況について 

令和元年度決算では，当期損益額が４４３万６千円となり，前年度と比較して大きく減

少した。 

収益については，有価証券による財産運用収益は９４万円の減となり，収益全体として

は，前年度から９００万円減となった。 

経常費用については，事業費では６３５万円の減，管理費では２６４万円の増となり，

差し引き３７１万円の減となった。 

今後の経営課題としては，平成２２年度から運用し令和元年度末に借換えを行った北海

道からの貸付金７億円の貸付期間が，これまでの１０年間から５年間に短縮され，さらに

従前からの低金利や新型コロナウィルス感染拡大に伴う世界経済低迷の影響が加わること

で，今後の運用益の大幅な減少が予想される。 

こうした中で最大の事業効果を上げるためには，ＩＣＴを活用した効率的な支援や，道

北地域の関係機関への支援ノウハウの移転なども含め，多様な手法を検討していく必要が

ある。 
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法人等名称 一般財団法人 旭川市勤労者共済センター 

設立年月日 
平成９年１２月８日 

（平成２５年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行） 

設立目的 

旭川市内に所在する中小企業の事業所に勤務する者（以下「中小企業勤労

者」という。）のための総合的な福祉事業を行うことにより，中小企業勤労

者の福祉の向上を図り，もって中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与す

ることを目的とする。 

基 本 金 ３２，８００千円 

市出資額 １４，０００千円 

市出資割合 ４２．７％ 

 

（単位：千円） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

当 期 損 益 額  △７，５５４ △４，７２９ △１，６２５ 

当期損益額－前期損益額 △９４５ ２，８２５ ３，１０４ 

資 産 １０３，６５３ ９８，９５４ ９７，６９５ 

負 債 ４，１８２ ４，２１２ ４，５７８ 

正味財産（資産－負債） ９９，４７２       ９４，７４３ ９３，１１７ 

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。 

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。 

 

経営状況について 

令和元年度決算では，１６２万５千円の正味財産減となっているが，このうち福利厚生

事業については平成２５年の一般財団法人への移行に伴う公益目的支出計画に基づく支出

であり，令和３年度末の完了を目標としているところである。 

しかしながら，年度末から新型コロナウイルス感染症の影響により，外食をテーマにし

たミールクーポン事業及び宿泊助成事業が失速しており，今後計画値との乖離が懸念され

るところ。 

また，会員数については加入と退会が拮抗しており，平成２９年度末より横ばいの状況

となっている。引き続き，会費収入が大幅に減少することがないよう，加入促進や事業の

見直しを検討する必要がある。 
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法人等名称 一般財団法人 道北地域旭川地場産業振興センター 

設立年月日 
昭和６１年６月２０日 

（平成２５年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行） 

設立目的 

道北地域の地場産業の健全な育成を図るため，地場産品の宣伝，普及等を

行うとともに，地場産業に携わる経営者，後継者の資質の向上を図るための

事業等を行い，地域経済の活性化に寄与することを目的とする。 

基 本 金 ３０，０００千円 

市出資額 ９，０００千円 

市出資割合 ３０．０％ 

 

（単位：千円） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

当 期 損 益 額  １０，１３０ １０，５４４ １０，４７１ 

当期損益額－前期損益額 １０，９３０ ４１４ △７３ 

資 産 ８４２，７４８ ８２２，５５４ ８０７，２２８ 

負 債 ６７，１１９ ５２，７３６ ４３，２５７ 

正味財産（資産－負債） ７７５，６２８ ７６９，８１８ ７６３，９７１ 

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。 

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。 

 

経営状況について 

令和元年度決算では当期損益額が１千４７万１千円となり，前年度と比べてほぼ横ばい

となった。 

経常収益については，前年度比で約８５０万円の増収となったが，新型コロナウイルス

感染症の影響により，施設賃貸事業及び売店運営事業等の事業収益が大幅に減少したた

め，財政調整積立資産の積立額について，当初予定していた５００万円から３００万円に

減額している。 

今後も新型コロナウイルス感染症の影響による大展示場の使用制限等により，事業収益

の悪化が懸念されるため，支出の抑制や収益事業の在り方について見直しを検討するほ

か、老朽化した施設の維持・管理のための資金調達についても検討を行う必要がある。 
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法人等名称 一般財団法人 旭川市水道協会 

設立年月日 
昭和５４年４月１９日 

（平成２５年４月１日 財団法人から一般財団法人へ移行） 

設立目的 

旭川市及び他市町村における上下水道の円滑な普及と安定供給に資するた

めの適正かつ合理的な維持管理を行うため必要な事業を行い，もって住民の

公衆衛生と福祉の向上並びに地域社会の健全な発展に寄与することを目的と

する。 

基 本 金 １１，５００千円 

市出資額 ５，０００千円 

市出資割合 ４３．５％ 

 

（単位：千円） 

 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

当 期 損 益 額  ５，５３２ ６，８５１ １４，１１０ 

当期損益額－前期損益額 △６３４ １，３１８ ７，２６０ 

資 産 １６８，６４３ １７８，７８９ １９１，２１１ 

負 債 ９８，４４３ １０１，７３９ １００，０５１ 

正味財産（資産－負債） ７０，１９９ ７７，０５０ ９１，１６０ 

※千円未満を四捨五入しているため，「当期損益額－前期損益額」及び「資産－負債」に差異が生じる場合があります。 

注：損益額については，株式会社は当期純利益，財団法人は当期一般正味財産増減額を記載しています。 

 

経営状況について 

令和元年度決算では，近隣市町に係る受託事業収益の増加等により，当期損益額が１千

４１１万円となり，８期連続の黒字となった。 

当期損益額が前年度比７００万円超の大幅増となった主な要因としては，新たに配水管

更新基本計画策定業務委託（鷹栖町：４２５万円）や安平志内水道漏水調査委託業務（中川

町：１８０万円）を受託したこと等が挙げられる。 

今後も，近隣市町受託事業の拡大などによる収益の確保及び事業の効率的な執行による

経費削減などに努め，健全経営を推進する必要がある。 

 

 

 


